
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十一条 保護者は、正当な理由がある場合を除き、

深夜(午後十一時から午前四時までの間をいう。 以下

この条及び次条において同じ。) にその監護する青少

年を外出させないように務めなければならない。 
 

・携帯電話会社とその契約代理店（以下「携帯電話会

社等」）は、青少年または保護者に対し、「有害情報を

閲覧する恐れ」「フィルタリングの必要性・内容」など

について、書面をもって説明した上、その書面を交付

する。 

・携帯電話会社等が提供するフィルタリングサービス

などを希望しない保護者は、理由を記載した書面を提

出する。 

・携帯電話会社等は、上記書面また写しなどを保存す

る。 

 

悩んだり、困ったり

したら、相談だけで

もしてみよう。 

青少年保護育成条例第十一条 



 


